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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平方向に広い視野角にて車両周辺を撮像する撮像手段と、
　水平方向より垂直方向に長い表示部を有する表示手段と、
　前記撮像手段にて撮像された車両周辺画像を前記表示手段の有する表示部に表示する表
示制御手段とを備えた車両周辺表示装置であって、
　前記表示制御手段は、前記車両周辺画像内における一部の画像を、所定範囲画像として
生成すると共に、
　前記車両周辺画像と前記車両周辺画像内の一部が拡大された前記所定範囲画像とを、前
記表示手段が有する表示部に垂直方向に並べて表示させ、
　前記表示部に、前記車両周辺画像内における一部の画像から前記所定範囲画像に向かっ
て広がっていく形状を有するガイド画像を表示させることを特徴とする車両周辺表示装置
。
【請求項２】
　水平方向に広い視野角にて車両周辺を撮像する撮像手段と、
　水平方向より垂直方向に長い表示部を有する表示手段と、
　前記撮像手段にて撮像された車両周辺画像を前記表示手段の有する表示部に表示する表
示制御手段とを備えた車両周辺表示装置であって、
　前記表示制御手段は、前記車両周辺画像内における一部の画像を、所定範囲画像として
生成すると共に、
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　前記車両周辺画像と前記車両周辺画像内の一部が拡大された前記所定範囲画像とを、前
記表示手段が有する表示部に垂直方向に並べて表示させ、
　前記表示制御手段は、前記所定範囲画像の中に所定のマスク画像を表示させ、該マスク
画像は、前記車両周辺画像内における一部の画像の位置に応じて変形させることを特徴と
する車両周辺表示装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の車両周辺表示装置において、
　前記表示制御手段は、前記車両周辺画像内の右側に前記車両周辺画像内の一部の画像が
位置する場合は、前記表示部に、前記所定範囲画像の表示範囲を左側から右側に向かって
狭まった形状を有する前記マスク画像を表示させ、また、前記車両周辺画像内の左側に前
記車両周辺画像内の一部の画像が位置する場合は、前記所定範囲画像の表示範囲を右側か
ら左側に向かって狭まった形状を有する前記マスク画像を表示させることを特徴とする車
両周辺表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３に記載の車両周辺表示装置において、
　前記車両周辺画像内における一部の画像は、ユーザが任意に設定可能であることを特徴
とする車両周辺表示装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の車両周辺表示装置において、
　前記車両周辺画像は、右側領域、中央領域及び左側領域の３領域に分かれており、ユー
ザは、前記車両周辺画像内の一部の画像を、前記３領域の中から任意に設定可能であるこ
とを特徴とする車両周辺表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５に記載の車両周辺表示装置において、
　前記表示制御手段は、前記車両周辺画像内における一部の画像を強調表示させることを
特徴とする車両周辺表示装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６に記載の車両周辺表示装置において、
　前記表示制御手段は、前記所定範囲画像に対して画像処理を行うことを特徴とする車両
周辺表示装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の車両周辺表示装置において、
　前記表示制御手段は、前記画像処理された所定範囲画像の形状にあわせて、前記マスク
画像を前記表示部に表示させることを特徴とする車両周辺表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の周辺を撮像した画像を表示する車両周辺表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、運転者支援を行うために、車両周辺の状況を撮像して、その画像を車室内に備え
られた表示装置に表示する車両周辺表示装置が知られている。例えば、特許文献１には、
水平方向に広い視野角を有する広角カメラにより撮像された車両周辺画像を、車室内にお
けるダッシュボード中央部に配置された水平方向に長い表示装置の画面に表示する技術が
開示されている。このように、従来の車両周辺表示装置では、水平方向に長い表示装置を
ダッシュボードの中央部に位置させることが多い。
【０００３】
　ところが、近年、より安全な運転者支援を行うために、車両周辺画像を、ダッシュボー
ド中央部の表示装置に表示させるのではなく、運転席正面の、例えば、メータパネル内に



(3) JP 4840452 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

表示画面を設けて表示させることが考えられている。これにより、運転者は視線の動きが
軽減され、より安全で確実な運転者支援を行うことが可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２６２４４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、メータパネル内には、例えば、速度メータ、エンジン回転数メータ、及
びガソリンの残量といった様々な情報を表示させる必要があるため、その表示画面は、ダ
ッシュボード中央部に配置される表示装置の画面よりも小さくなってしまう。また、速度
メータやエンジン回転数メータの大きさ、及びそれらの配置の都合上、表示画面の形状は
水平方向よりも垂直方向に長い縦型の画面とすることが好ましい。この縦型画面において
、水平方向に広い視野角を有する広角カメラにより撮影された画像を表示する際には、横
長である画像に対して表示する画面は縦長であるために、画像の水平方向が狭まり非常に
見難くなるといった問題が生じる。
【０００６】
　そこで、本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、水平方向よりも垂直方
向に長い縦型の表示画面において、水平方向に長い横長の画像を表示する際にも、ユーザ
に見易い画像表示を行うことができる車両周辺表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載された車両周辺表示装置は、撮像
手段にて、車両周辺を撮像し、表示手段は、水平方向より垂直方向に長い表示部を有し、
表示制御手段にて、車両周辺画像内における一部の画像を、所定範囲画像として生成する
と共に、車両周辺画像と車両周辺画像内の一部が拡大された所定範囲画像とを、表示手段
が有する表示部に垂直方向に並べて表示させ、且つ、表示部に、前記車両周辺画像内にお
ける一部の画像から前記所定範囲画像に向かって広がっていく形状を有するガイド画像を
表示させる。本発明によれば、垂直方向に長い縦型の表示画面に、例えば、広角カメラで
撮像された水平方向に長い横長の画像を表示する際、車両周辺画像とその一部の画像とが
表示画面内に上下に並べて表示される。このため、ユーザは、車両周辺全体が視認できる
だけでなく、一部の車両周辺画像が大きく表示されるためユーザにとって見易い車両周辺
画像を表示することができる。また、表示画面には、ユーザが視認したい所望の範囲が表
示されていることを、ユーザに一見して理解させることができる。
次に、本発明の請求項２に記載された車両周辺表示装置は、撮像手段にて、車両周辺を撮
像し、表示手段は、水平方向より垂直方向に長い表示部を有し、表示制御手段にて、車両
周辺画像内における一部の画像を、所定範囲画像として生成すると共に、車両周辺画像と
車両周辺画像内の一部が拡大された所定範囲画像とを、表示手段が有する表示部に垂直方
向に並べて表示させる。本発明によれば、垂直方向に長い縦型の表示画面に、例えば、広
角カメラで撮像された水平方向に長い横長の画像を表示する際、車両周辺画像とその一部
の画像とが表示画面内に上下に並べて表示される。このため、ユーザは、車両周辺全体が
視認できるだけでなく、一部の車両周辺画像が大きく表示されるためユーザにとって見易
い車両周辺画像を表示することができる。また、本発明の請求項２に記載された車両周辺
表示装置では、表示制御手段は、所定範囲画像の中に所定のマスク画像を表示させ、マス
ク画像は、車両周辺画像内における一部の画像の位置に応じて変形させる。具体的には、
例えば、請求項３に記載したように、表示制御手段は、車両周辺画像内の右側に車両周辺
画像内の一部の画像が位置する場合は、表示部に、所定範囲画像の表示範囲を左側から右
側に向かって狭まった形状を有するマスク画像を表示させ、また、車両周辺画像内の左側
に車両周辺画像内の一部の画像が位置する場合は、所定範囲画像の表示範囲を右側から左
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側に向かって狭まった形状を有するマスク画像を表示させるようにしてもよい。これによ
り、ユーザは、車両周辺領域のどの方向を視認しているかを容易に理解することができる
。
【０００８】
　そして、請求項４に記載したように、車両周辺画像内における一部の画像は、ユーザが
任意に設定可能な構成とする。本発明よれば、ユーザが視認したい所望の範囲を車両周辺
画像の中から任意に設定できるため、ユーザの利便性を向上させることができる。
【０００９】
　また、請求項５に記載したように、車両周辺画像を、右側領域、中央領域及び左側領域
の３領域に分け、ユーザが、車両周辺画像内の一部の画像を、３領域の中から任意に設定
可能な構成としてもよい。これにより、ユーザが所望する範囲の表示に伴う操作を簡単化
させることができる。
【００１０】
　そして、請求項６に記載したように、車両周辺画像内において所定範囲を強調表示させ
ると良い。例えば、その所定範囲を枠で囲む、若しくは表示色を変更する等の方法により
、車両周辺画像における他の部分より強調して表示させることで、ユーザは表示されてい
る所定範囲画像が、車両周辺画像内におけるどの範囲であるかを認識することができる。
【００１３】
　請求項７に記載したように、表示制御手段は、所定範囲画像に対して画像処理を行う。
これにより、撮像手段により撮像された画像の歪みが補正されるため、ユーザにとって見
やすい車両周辺画像を表示することが可能となる。
【００１４】
　また、請求項８に記載したように、表示制御手段は、画像処理された所定範囲画像の形
状にあわせて、マスク画像を前記表示部に表示させる。この結果、撮像手段にて撮像され
た画像が存在しない領域に合わせてマスクが形成されるため、マスクにより失う画像情報
を軽減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施例のバックモニタシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】本実施例の表示画面を有するメータパネルを示す説明図である。
【図３】本実施例の表示画面の表示態様を示す説明図である。
【図４】（ａ）は、本実施例の表示画面の左側狭角表示を示す説明図であり、（ｂ）は、
本実施例の表示画面の右側狭角表示を示す説明図である。
【図５】本実施例の画像表示処理を示すフローチャートである。
【図６】本実施例の中央狭角表示処理のサブルーチンを示すフローチャートである。
【図７】本実施例の左側狭角表示処理のサブルーチンを示すフローチャートである。
【図８】本実施例の右側狭角表示処理のサブルーチンを示すフローチャートである。
【図９】（ａ）は、画像処理前の表示形態を示す説明図であり、（ｂ）は、画像処理後の
表示形態を示す説明図であり、（ｃ）は、画像処理後にマスク表示を示す説明図である。
【図１０】本実施例の変形例２における表示画面の表示態様を示す説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に本発明の実施例について図面を用いて説明する。なお、本実施例では本発明を、
車両の後方を撮像するバックモニタシステムに適用した例について説明する。また、本発
明は、下記の実施例に限定されることなく、本発明の技術的範囲に存在する限り、様々な
形態を採りうる。
【実施例】
【００１７】
　図１は本実施例のバックモニタシステム１の概略構成を示すブロック図である。本実施
例におけるバックモニタシステム１は、車両後部に配置された広角カメラ１１と、ハンド
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ル等に配置されたユーザからの各種指示を入力するための操作スイッチ群２１と、広角カ
メラ１１により撮像された画像等を表示する表示装置３１と、表示装置３１へ表示画像の
出力を行う表示制御装置４１を備えている。
【００１８】
　広角カメラ１１は、例えば、ＣＣＤ（Ｃｈｅｒｇｅｄ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ
：電荷結合素子）によって構成される撮像素子を備え、垂直方向よりも水平方向に広い視
野角を有するカメラである。車両周辺画像は、例えば車両後方における運転者の死角とな
るような車両周辺の状況を撮像するために、カメラの視野角は垂直方向の視野範囲よりも
水平方向の視野範囲に広いことが要求される。広角カメラ１１は、車両後部に配置され、
車両後方から左右にかけて連続的に広がった車両周辺画像を撮像することができる。
【００１９】
　操作スイッチ群２１としては、ユーザが使い易いように、ハンドルの持ち手付近に配置
された釦スイッチ等が用いられる。また、表示装置３１と一体に構成され、表示画面上に
設置されるタッチパネル式スイッチとしても良い。なおタッチパネルと表示画面３２とは
積層一体化されており、タッチパネルには、感圧方式、電磁誘導方式、静電容量方式、あ
るいはこれらを組み合わせた方式などがあるが、何れを用いても良い。尚、図示しなかっ
たが、マイク等でユーザの音声を収録し、音声認識することで、操作スイッチ群２１の出
力の代替としても良い。
【００２０】
　表示装置３１は図２に示すように、メータパネルとして構成され、メータパネル内にお
いては、例えば、車速度メータ３３やエンジン回転数メータ３４、ガソリンの残量メータ
３５、エンジン冷却水温メータ３６等、様々な情報を表示させる都合上、車両周辺画像の
表示部は垂直方向に長い縦型の表示画面３２になる。表示画面３２には、液晶ディスプレ
イ、プラズマディスプレイ、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）等があるが、
その何れを用いても良い。この車両周辺画像を表示する表示画面３２は、各種車両情報の
表示用、若しくはカーナビゲーションシステムにおける地図表示や案内描画図表示用とし
ての表示画面として、兼用であっても良い。なお、メータパネル全体を表示画面３２とし
て構成し、その一部に縦型の車両周辺画像の表示部を設けるようにしても良い。
【００２１】
　表示制御装置４１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ及びこれらの構成を接続するバ
スラインなどからなる周知のマイクロコンピュータを主要部として、画像データの処理を
行う電子装置である。なお、表示制御装置４１は、広角カメラ１１と一体の構造となって
いても良い。
【００２２】
　なお、広角カメラ１１は、本発明の撮像手段に相当する。表示制御装置４１は、本発明
の表示制御手段に相当する。
【００２３】
　続いて、表示制御装置４１内部で実行される表示処理について、図１、図３、及び図４
を参照しつつ説明する。図３、及び図４は表示部３２に映し出される画像の表示態様を示
す説明図である。表示制御装置４１は、図３に示すように、広角カメラ１１で撮像された
車両周辺画像の全体を縮小して表示部３２の上部に表示する。また、撮像された車両周辺
画像の中でユーザが詳細に視認したい範囲の画像（本発明の所定範囲画像に相当する）を
、表示部３２の下部に、上部に表示される画像より大きな縮尺で表示する。この表示処理
を実現する機能として、表示制御装置４１は、画像取り込み部４２と、スイッチ情報判定
部４３、狭角画像生成部４４、ガイド生成部４５、マスク生成部４６、画像表示制御部４
７とを備える。以下に各処理部の具体的な処理内容について記載する。
【００２４】
　画像取り込み部４２では、広角カメラ１１にて撮像された車両周辺画像を水平方向に長
い横長の画像として取り込む。取り込む際に、撮像された車両周辺画像を横長の長方形で
切り出して、若しくは垂直方向に画像を圧縮する等して、さらに水平方向に長い横長の画
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像としてもよい。また、水平方向と垂直方向とが同等の視野角を有する、若しくは水平方
向より垂直方向に広い視野角を有するカメラにおいて撮像された場合においては、取り込
む際に、撮像された車両周辺画像を水平方向に長い横長の長方形で切り出す、若しくは垂
直方向に画像を圧縮する等して、水平方向に長い横長の画像として取り込んでもよい。
【００２５】
　スイッチ情報判定部４３では、ユーザにより操作される操作スイッチ群２１の入力情報
を判定する。ユーザは、画像取り込み部４２にて取り込まれた車両周辺画像内において、
詳細に視認したい範囲を、操作スイッチ群２１を介して入力する。具体的には、ユーザか
らの入力に基づいて、図３に示す画像内の狭角範囲枠５１が車両周辺画像内において、中
央、右側、左側に移動される。この狭角範囲枠５１は、車両周辺画像内においてユーザが
詳細に視認したい範囲を強調表示するものである。なお、狭角範囲枠５１の位置は、中央
、右側、左側の３箇所の移動だけでなく、上下左右に滑らかに移動するように構成しても
よいし、また、狭角範囲枠５１の大きさをユーザが自由に変更できるようにしてもよい。
【００２６】
　狭角画像生成部４４では、スイッチ情報判定部４３において判定された情報に基づいて
、車両周辺画像内におけるユーザが詳細に視認したい範囲を決定し、車両周辺画像からそ
の範囲を切り出し、表示画面３２の下部において表示できるように縮尺を調整することで
、狭角画像を生成する。例えば、ユーザがスイッチ群２１における「右キー」を入力した
場合には、車両周辺画像内において右方向に移動した後の狭角範囲枠５１内の画像を、表
示画面３２の下部において表示できるように、縮尺を調整することで狭角画像を生成でき
る。
【００２７】
　ガイド生成部４５では、図３に示すガイド５２を生成する。ガイド５２は、狭角範囲枠
５１の下辺から、表示画面３２内の下部に表示される狭角画像の上辺に向かって広がって
いく形状を有している。また、ガイド５２は半透明としてもよいし、外枠のみをガイド５
２としてもよい。
【００２８】
　マスク生成部４６では、図３に示すマスク５３を生成する。マスク５３は車両周辺画像
内における狭角範囲枠５１の位置に応じて変形させる。具体的には、図４（ａ）に示すよ
うに、車両周辺画像内の左側に狭角範囲枠５１が位置する場合は、表示画面３２の下部に
表示される狭角画像を左端から右端にいくにつれて表示範囲が狭くなるように、マスク５
３が表示される。一方、図４（ｂ）に示すように、車両周辺画像内の右側に狭角範囲枠５
１が位置する場合は、表示画面３２の下部に表示される狭角画像を右端から左端にいくに
つれて表示範囲が狭くなるように、マスク５３が表示される。これは、例えば、右端から
左端にいくにつれて狭くなっていく画像を見たときには、その画像が自分の右手側にある
画像だと認識しやすい、という視覚効果を利用したものである。
【００２９】
　画像表示制御部４７では、表示装置３１の有する表示画面３２に表示させる画像の制御
を行う。まず、狭角画像生成部４４にて生成された狭角画像を表示画面３２の下部に表示
させる。次に、画像取り込み部４２にて取り込まれた車両周辺画像の全体を縮小して表示
画面３２の上部に表示させ、そして、ガイド生成部４５にて生成されたガイド５２を表示
画面３２内に表示させ、マスク生成部４６にて生成されたマスク５３を表示画面３２内に
表示させる。
【００３０】
　続いて、上述した表示制御装置４１の画像表示処理について、図５乃至８のフローチャ
ートを参照して説明する。なお、本フローチャートに示す処理は表示制御装置４１に記憶
されているコンピュータプログラムに従って実行される。
【００３１】
　まず、図５におけるステップＳ５では、バックモニタシステム１による運転者支援を開
始するかどうかを判定する。具体的には、自動車をバックで駐車させる際や、発車させる
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際にギアを「Ｒ」に入れる等して、バックモニタシステム１による支援を開始する場合は
（ステップＳ５：ＹＥＳ）、ステップＳ１０に移行する。一方、開始しない場合は（ステ
ップＳ５：ＮＯ）、開始するまで自己ループを繰り返す。
【００３２】
　ステップＳ１０においては、中央狭角表示サブルーチンを実行する。なお、中央狭角表
示サブルーチンの具体的な処理は後述する。ステップＳ１０からはステップＳ２０に移行
する。
【００３３】
　ステップＳ２０においてはユーザにより操作スイッチ群２１における「右キー」が入力
されたかどうかを判定する。この「右キー」は、車両周辺画像内において、現在表示され
ている狭角画像の範囲よりも右側の範囲を表示させたい場合に、ユーザにより入力される
。「右キー」が入力されていない場合は（ステップＳ２０：ＮＯ）、ステップＳ３０に移
行し、一方、「右キー」が入力された場合は（ステップＳ２０：ＹＥＳ）、ステップＳ５
０に移行する。
【００３４】
　ステップＳ３０においては操作スイッチ群２１における「左キー」が入力されたかどう
かを判定する。「左キー」は、車両周辺画像内において、現在表示されている狭角画像の
範囲よりも左側の範囲を表示させたい場合に、ユーザにより入力される。「左キー」が入
力されていない場合は（ステップＳ３０：ＮＯ）、ステップＳ４０に移行し、一方、「左
キー」が入力された場合は（ステップＳ３０：ＹＥＳ）、ステップＳ６０に移行する。
【００３５】
　ステップＳ４０においては、表示されている範囲が車両周辺画像内における中央部であ
るかどうかを判別する。後述する狭角画像フラグが「中央」に設定されている場合には（
ステップＳ４０：ＹＥＳ）、ステップＳ７０へ移行し中央狭角表示サブルーチンを実行す
る。一方、狭角画像フラグが「中央」に設定されていない場合には（ステップＳ４０：Ｎ
Ｏ）、ステップＳ８０へ移行する。
【００３６】
　ステップＳ５０においては、現在表示されている狭角画像の範囲が車両辺画像内におけ
る左側であるかどうかを判別する。後述する狭角画像フラグが「左側」に設定されている
場合には（ステップＳ５０：ＹＥＳ）、狭角範囲枠５１が中央に移動される。そして、ス
テップＳ１２０にて、中央狭角表示サブルーチンが実行され、ステップＳ１３０に移行す
る。一方、狭角画像フラグが「左側」に設定されていない場合には（ステップＳ５０：Ｎ
Ｏ）、狭角範囲枠５１は、中央、若しくは右側に設定されていると判断できるため、ステ
ップＳ２０での「右キー」入力により狭角範囲枠５１は右側に位置される。そして、ステ
ップＳ１１０にて右側狭角表示サブルーチンが実行され、ステップＳ１３０に移行する。
なお、右側狭角表示サブルーチンの具体的な処理は後述する。
【００３７】
　ステップＳ６０においては、現在表示されている狭角画像の範囲が車両辺画像内におけ
る右側であるかどうかを判別する。後述する狭角画像フラグが「右側」に設定されている
場合には（ステップＳ６０：ＹＥＳ）、狭角範囲枠５１が中央に移動される。そして、ス
テップＳ７０にて、中央狭角表示サブルーチンが実行され、ステップＳ１３０に移行する
。一方、狭角画像フラグが「右側」に設定されていない場合には（ステップＳ６０：ＮＯ
）、狭角範囲枠５１は、中央、若しくは左側に設定されていると判断できるため、ステッ
プＳ３０での「左キー」入力により狭角範囲枠５１は左側に位置される。そして、ステッ
プＳ９０にて左側狭角表示サブルーチンが実行され、ステップＳ１３０に移行する。なお
、左側狭角表示サブルーチンの具体的な処理は後述する。
【００３８】
　ステップＳ８０では、ステップＳ６０と同様の処理が実行される。即ち、狭角画像フラ
グが「右側」に設定されている場合には（ステップＳ８０：ＹＥＳ）、ステップＳ１１０
へ移行して、右側狭角表示サブルーチンが実行され、ステップＳ１３０に移行する。一方
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、狭角画像フラグが「右側」に設定されていない場合には（ステップＳ８０：ＮＯ）、ス
テップＳ１００へ移行して、左側狭角表示が実行され、ステップＳ１３０に移行する。
【００３９】
　ステップＳ１３０においては、ユーザがギアを「Ｐ」や「Ｄ」に入れる等してバックモ
ニタシステム１による支援を終了するかどうかを判別する。支援を継続する場合には（ス
テップＳ１３０：ＮＯ）、ステップＳ２０へ戻る。
【００４０】
　続いて、ステップＳ１０、ステップＳ７０、ステップＳ１２０における中央狭角表示サ
ブルーチンについて、図６のフローチャートを用いて説明する。
【００４１】
　まず、図６におけるステップＳ２０１において、車両周辺画像の表示画面３２の下部に
、狭角画像生成部４４にて生成される車両周辺画像の中央部における狭角画像を表示させ
、続くステップＳ２０２にて、車両周辺画像全体を表示できるように縮尺を調整して、表
示画面３２の上部に表示させる。
【００４２】
　次に、ステップＳ２０３にて、ガイド生成部４５において生成されるガイド５２を表示
画面３２内に表示し、続くステップＳ２０４にて、マスク生成部４６において生成される
マスク５３を表示画面３２内に表示させる。
【００４３】
　そして、ステップＳ２０５にて、狭角画像フラグを「中央」に設定する。
【００４４】
　続いて、ステップＳ９０、ステップＳ１００における左側狭角表示サブルーチンについ
て、図７のフローチャートを用いて説明する。
【００４５】
　まず、図７におけるステップＳ３０１において、車両周辺画像の表示画面３２の下部に
、狭角画像生成部４４にて生成される車両周辺画像の左側における狭角画像を表示させ、
続くステップＳ３０２にて、車両周辺画像全体を表示できるように縮尺を調整して、表示
画面３２の上部に表示させる。
【００４６】
　次に、ステップＳ３０３にて、ガイド生成部４５において生成されるガイド５２を表示
画面３２内に表示し、続くステップＳ３０４にて、マスク生成部４６において生成される
マスク５３を表示画面３２内に表示させる。
【００４７】
　そして、ステップＳ３０５にて、狭角画像フラグを「左側」に設定する。
【００４８】
　続いて、ステップＳ１１０における右側狭角表示サブルーチンについて、図８のフロー
チャートを用いて説明する。
【００４９】
　まず、図８におけるステップＳ４０１において、車両周辺画像の表示画面３２の下部に
、狭角画像生成部４４にて生成される車両周辺画像の右側における狭角画像を表示させ、
続くステップＳ４０２にて、車両周辺画像全体を表示できるように縮尺を調整して、表示
画面３２の上部に表示させる。
【００５０】
　次に、ステップＳ４０３にて、ガイド生成部４５において生成されるガイド５２を表示
画面３２内に表示し、続くステップＳ４０４にて、マスク生成部４６において生成される
マスク５３を表示画面３２内に表示させる。
【００５１】
　そして、ステップＳ４０５にて、狭角画像フラグを「右側」に設定する。
【００５２】
　以上のように本実施例によれば、水平方向に視野角の広い広角カメラ１１で撮像された
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車両周辺画像全体と、車両周辺画像内におけるユーザが詳細に視認したい範囲の狭角画像
とを表示画面３２内にて異なる縮尺にて上下に並べて表示させる。このため、メータパネ
ル内等に設置された垂直方向に長い縦型の表示画面３２に、広角カメラ１１で撮像された
車両周辺画像を映す場合でも、ユーザに見易い車両周辺画像を表示することができる。
【００５３】
　また、車両周辺画像内におけるユーザが詳細に視認したい範囲を狭角範囲枠５１にて強
調して表示させることで、ユーザは表示画面３２の下部にて表示されている狭角画像が、
車両周辺画像におけるどの領域の画像であるかを容易に認識することができる。
【００５４】
　さらに、車両周辺画像内におけるユーザが詳細に視認したい範囲の位置は、車両周辺画
像内における右側、中央、左側の３パターンとすることで、ユーザが詳細に視認したい範
囲を選択する際の操作を簡単化させることができる。
【００５５】
　また、表示画面３２に、狭角範囲枠５１から狭角画像に向かって広がっていく形状を有
するガイド５２を表示させることにより、表示画面３２の下部には、ユーザが視認したい
狭角画像が表示されていることを、ユーザに一見して理解させることができる。
【００５６】
　さらに、狭角範囲枠５１が車両周辺画像内の左側に位置する場合には、表示画面３２の
下部に、狭角画像の表示範囲を左側から右側に向かって狭まらせる形状を有するマスク５
３を表示させる。また、狭角範囲枠５１が車両周辺画像内の右側に位置する場合には、表
示画面３２の下部にて表示する狭角画像の表示範囲を右側か左側に向かって狭まらせる形
状を有するマスク５３を表示させる。この構成によれば、ユーザは、どちらの方向を視認
しているかを容易に理解することができる。
【００５７】
　　（変形例１）
　また、本実施例における変形例１を、図９を参照して説明する。変形例１においては、
狭角画像生成部４４において、狭角画像を生成する際に、画像の歪みを画像処理にて補正
した狭角画像を生成する。この歪みを補正するための画像処理は、周知である平面マッピ
ング処理手法等を使用する。
【００５８】
　図９（ａ）は、狭角範囲枠５１が車両周辺画像の左側に位置する場合で、画像処理を行
う前の左側狭角画像６３を、マスクがない状態で表示画面３２の下部に表示させている状
態を示している。そして、図９（ｂ）に示すように、歪みを補正するための画像処理を行
った場合、左側狭角画像６３は画像処理後狭角画像６４のように外形が変形し、これによ
り、表示画面３２の下部には、画像が存在しないエリア７１が生じる。図９（ｃ）に示す
ように、このエリア７１の形状に併せてマスク生成部４６にて変形マスク５５を生成して
、表示させてもよい。
【００５９】
　本変形例１によれば、広角カメラ１１で撮像された車両周辺画像を画像処理にて補正し
た狭角画像を生成することで、歪みが補正された見易い画像となる。また、歪み補正後の
狭角画像に対して、その形状に沿うような変形マスク５５を表示させることにより、マス
クにより失う画像情報を軽減させることができる。
【００６０】
　　（変形例２）
　次に、本実施例における変形例２を、図１０を参照して説明する。変形例２では、本実
施例のように狭角範囲枠５１を、右側、中央、左側の３領域で移動させるのではなく、左
右方向に滑らかに移動可能な構成としてもよい。この場合、マスク５３の形状を狭角範囲
枠５１の位置に応じて変化させてもよい。例えば、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）に示す
ように、狭角範囲枠５１を車両周辺画像における左に移動させるに従って、視覚効果が顕
著となるように、狭角画像の表示範囲の右端が、より狭くなっていくようにマスク５３の



(10) JP 4840452 B2 2011.12.21

10

20

30

形状を滑らかに変化させる。また、狭角範囲枠５１を右に移動させる場合には、狭角画像
の左端がより狭くなっていくようにマスク５３の形状が滑らかに変化される。なお、左右
方向だけでなく、上下方向、斜め方向にも狭角範囲枠５１を移動させる構成としてもよい
。
【００６１】
　本変形例２によれば、ユーザは視認したい範囲を自由に設定することができる。また、
狭角範囲枠５１の位置に応じてマスク５３が変形するため、ユーザは車両周辺画像におい
てユーザが詳細に視認したい箇所を、マスク５３の形状から容易に理解することができる
。
【００６２】
　　（他の変形例）
　上記実施例においては、狭角画像生成部４４にて生成された狭角画像を表示画面３２の
下部に表示させ、次に、画像取り込み部４２にて取り込まれた車両周辺画像の全体を縮小
して表示画面３２の上部に表示させる構成について説明した。しかし、画像取り込み部４
２にて取り込まれた車両周辺画像の全体を、縮尺を調整して表示画面３２の上部に表示さ
せ、次に、狭角画像生成部４４にて車両周辺画像の一部を拡大して生成した狭角画像を表
示画面３２の下部に表示させてもよい。
【００６３】
　また、上記実施例においては、車両後部にカメラを配置し、本発明をバックモニタシス
テム１に適用したが、車両前部にカメラを配置し、交差点進入時等の左右確認をするため
の車両周辺表示装置に対して適用しても良い。
【符号の説明】
【００６４】
　１　　：バックモニタ
　１１　：広角カメラ
　３１　：表示装置
　３２　：表示画面
　４１　：表示制御装置
　５１　：枠画像
　５２　：ガイド
　５３　：マスク
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